
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

オゾン水生成装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本装置は、本体ユニットと前処理ユニットからなり、水道水は前処理ユニットに

配管接続され軟水器で軟水化して本体ユニットに送られる。 

 本体ユニット内の電解セルを通過することにより、オゾン水とアルカリ水に分解

される。 

 オゾン水の濃度を、３段階（極間電圧７.５～１０Ｖ、電流密度０.５～１Ａ／㎠）

に設定することができるオゾン水生成装置である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 前処理ユニット外観寸法等：幅６５０×奥行４５０×高さ６５０㎜、９７ｋｇ 

 本体ユニット外観寸法等：幅６５０×奥行４５０×高さ１、０５０㎜、６０ｋｇ

 定 格：三相、２００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、４.５ｋＶＡ 

 

○主な使用者、販売先 

食品加工事業者、医薬品事業者、弁当製造事業者、レストラン等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「医療用物質生成器」と

して取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、電解セルにて電気分解することにより、オゾン水を生成するものであ

ることから、「医療用物質生成器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


